[bookmark: _Hlk38617555]横浜町農業・水産業物価高騰対策支援給付事業要綱


　（目的）
第１条　この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大が原因である、肥料、飼料及び燃料等の価格高騰による影響が大きい町内農業及び水産業経営者に対して、当該年度の予算の範囲内で、事業経営に必要な緊急の経済的支援をし、もって事業経営の継続と維持に資することを目的とする。
　（給付金の交付対象）
第２条　給付金の交付対象となる業種は、別表に掲げる事業とする。
２　給付金の交付対象となる対象者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。
（１）　令和４年４月１日現在で町内に住所を有する認定農業者（認定新規就農者含む）又は人・農地プランに位置付けられた中心経営体であること。
（２）　令和４年４月１日現在で町内に住所を有する横浜町漁業協同組合員であり経営に必要な船舶を所持する船主である者であること。
３　前２項の規定にかかわらず、横浜町暴力団排除条例（平成２３年条例第１４号）に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は交付対象としない。
　（給付金の額）
[bookmark: _Hlk110427505]第３条　給付金の額は、令和３年分確定申告書等の経費に掛かる２０％又は２０万円のいずれか低い額とする。
　（交付条件）
第４条　給付金の交付を受けようとする対象者は、横浜町農業・水産業物価高騰対策支援給付事業交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
（１）　前年分の経費が分かる書類
（２）　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
２　この給付金の交付申請は、令和４年９月３０日までとする。
　（支給の決定）
第５条　町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、支給の可否を決定するものとする。
２　町長は、支給の決定をしたときは、横浜町農業・水産業物価高騰対策支援給付事業支給決定通知書（様式第２号）により通知し、給付金を支給するものとする。
　（雑則）
第６条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
　　附　則
　この要綱は、令和４年８月８日から施行する。

別表（第２条、第３条関係）

	業種分類
	区分内容
	給付金の額

	[bookmark: _Hlk110427785]農　　業
	認定農業者（認定新規就農者含む）
又は人・農地プランに位置付けられた中心経営体
	令和３年分確定申告書等の経費に掛かる２０％
又は
２０万円
（いずれか低い額）

	水 産 業
	横浜町漁業協同組合員であり
経営に必要な船舶を所持する船主である者
	




様式第１号（第４条関係）

令和　　年　　月　　日

横浜町長　殿

住所
申請者　
　　　（電話番号）　　　　　　　　　　　　　　　

横浜町農業・水産業物価高騰対策支援給付事業交付申請書


　次のとおり給付金の交付を受けるため、横浜町農業・水産業物価高騰対策支援給付事業要綱第４条の規定により、下記の業種分類に該当するため関係書類を添えて申請します。
なお、給付金の交付決定がなされた場合には、給付金を下記の口座に振り込むようお願いします。
記

	業種分類
	区分内容
	該当の　有無

	農　　業
	認定農業者（認定新規就農者含む）
又は人・農地プランに位置付けられた中心経営体
	

	水 産 業
	　横浜町漁業協同組合員であり経営に必要な船舶を所持する船主である者
	



	金融機関名
	
	銀行
農協
金庫
信用組合
	
	本店（所）
支店
支所

	金融機関コード
	
	支店コード
	

	口座種別
	１．普通　　２．当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	


※添付書類
　①令和３年分の経費が分かる書類（収支内訳書、青色申告決算書等）の控え（コピー可）
　②振込先通帳の写し

様式第２号（第５条関係）

横産発第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

申請者　　　　　　　　　　　　

横浜町長　　　　　　　　


横浜町農業・水産業物価高騰対策支援給付事業支給決定通知書


[bookmark: _GoBack]　令和　　年　　月　　日付けで申請のありました横浜町農業・水産業物価高騰対策支援給付事業給付金については、下記のとおり支給することと決定しましたので通知します。


記


１．支給額　　金　　　万円

２．支給日　　令和　　年　　月　　日





